
第1章　「健康で安全な環境の確保」 ※関連データ：右頁参照

■環境確保条例によるディーゼル車排出ガス規制の実施（平成15年10月）
◆規制対応のために、新車への代替又は粒子状物質減少装置の装着促進

・低公害車又は最新規制適合車の購入資金あっせん　　平成13～16年度：約１万３千台（平成17年３月末）

・平成14年6月から八都県市共同で粒子状物質減少装置指定　DPF19社24型式、酸化触媒12社35型式指定（平成17年5月）

・粒子状物質減少装置の装着費用の補助　　平成13～16年度：約６万１千台（平成17年３月末）

◆規制開始1年前（平成14年9月）から規制の円滑・効果的な実施のため、全庁を挙げて違反ディーゼル車一掃作戦の実施

・規制開始時における都内車籍の規制対象車20万２千台について、規制開始前に約８割、平成16年12月末で97％対応済み

・自動車Ｇメン75名で、自動車20台以上使用の3,771社全社へ立入指導

・都内全ディーゼル車所有者へダイレクトメール延べ550万通を送付

・全国約100の荷主等事業者団体に個別訪問、東証１部・２部上場企業2073社にアンケート調査し、規制対応要請

・平成15年４月から、全庁的に配送・工事等で規制適合車の使用を実施

・（社）東京都自動車整備振興会、(社）日本自動車整備振興会と連携し、点検整備時のユーザーへの働きかけ

・七都県市（現、八都県市）首脳会議でディーゼル車対策推進本部を設置し（平成14年９月）、首都圏の連携強化

◆都内運行規制の実施

・取締りの実施　路上・物流拠点等：延べ314箇所（平成15年10月～平成17年３月末）

・運行禁止命令　149台（平成15年10月～平成17年３月末）

◆平成18年４月から第二段階規制実施

■非ディーゼル車への代替
◆環境確保条例による低公害車の導入義務（平成17年度末までに超低公害車に換算して５％）

・172事業所中139事業所で達成（80.8％）（平成15年度末）

・都内における普及台数　ＣＮＧ車約4,100台、ＬＰＧ車約4,700台（平成15年度末）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過去5年間でCNG車約17.6倍、LPG車約2.8倍

■粒子状物質排出量の少ないディーゼル車の早期投入
◆自動車メーカーに、低ＰＭ車の開発を要請（平成14年２月）

・平成15年8月から、低PM車（NOxは新短期規制値、PMは新短期規制値の75％又は85％低減レベル）が一部市場導入

◆自動車メーカーに、新長期規制適合車の早期市場投入とポスト新長期規制への技術開発の促進を要請（平成16年11月）

これまでの主な取組基本計画の分野
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－ 平成15年10月の走行規制に向けて －

業界
団体

20台以上
使用事業者

20台未満
使用事業者
(小規模事業者)

都内事業者

平成15年10月規制対象
20万2千台(推計)

業界
団体

都外事業者

事業者

１８万台/日（推計)

⑤ 配送・工事等での違反車の使用禁止

作戦２ 荷主側から働きかける

⑥ 点検時のPM減少装置装着

作戦３ 整備事業者のチェックで早める

⑦ 規制適合車・PM減少装置の供給拡大

作戦４ 自動車メーカー、装置メーカーと
共同して広める

⑧ 低硫黄軽油の全国供給の早期実現

作戦５ 石油メーカーに協力を求める

作戦６ 首都圏全体で取組む

⑨ 規制周知等の諸施策の展開

作戦７ 監視･取締りを徹底する

⑩ 自動車Gメン：監視・取締りの徹底

作戦１ ディーゼル車のユーザーを動かす

① 自動車Gメン：4000社への立入指導

④ 業界団体と連携した働きかけ

③ 自動車Gメン：物流拠点への立入指導

② ダイレクトメールによる規制内容の周知

全庁的な連携

七都県市との連携

違 反 デ ィ ー ゼ ル 車 一 掃 作 戦
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違反ディーゼル車一掃作戦 

融資あっせん制度及び補助制度 

条例規制の基準値 

自動車低公害
化促進資金 

・東京信用保証協会が保証し、取扱金融機関が融
資する。 
・融資対象は、都指定低公害車の購入及び最新規
制適合車への買換え（ただし、3.5t 以下はディー
ゼル車以外への買換え） 
・利率は、長期プライムレート 
・都の補助は、利子補給（金利の 1/2）及び保証料
補助（2/3） 

融
資
あ
っ
せ
ん
制
度 

特別融資 

・民間金融機関の保証を得て、融資する。 
・融資対象は、NOX・PM 法の規制対象となるトラッ
ク・バス等のディーゼル車から最新規制適合車等
への買替え 

補
助
制
度 

ＰＭ減少装置 

・対象車種：長期規制車両で、3.5t 超のディーゼ
ル車（乗用車を除く） 
（限度額） 
・大型（車両総重量８ｔ超）は 20 万円／台 
・小型（車両総重量 3.5ｔ超８ｔ以下）は 10 万
円／台 

新長期規制

条例の第二段階規制

条例の第一段階規制

短期規制

0.25
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規制値
(g/kWh)
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第1章　「健康で安全な環境の確保」 ※関連データ：右頁参照

これまでの主な取組基本計画の分野

■不正軽油の撲滅
◆平成12年９月から、主税局・環境局合同による不正軽油撲滅作戦の実施

・抜取本数：約５万本　摘発件数：13件（平成12年９月～平成16年度）

■使用過程車における環境性能の維持
◆国に対し、次の事項を要望

・車検時の規制対象項目に大気汚染の課題である窒素酸化物及び粒子状物質を追加

・車検時における排出ガスの測定の際に、負荷をかけた測定法の導入の早期実施

■自動車の更なる低公害化・低燃費化
◆国に対し、世界一厳しい排出ガス規制の実現を要望

・総理大臣・環境大臣へ質問状（平成15年５月）

・中央環境審議会、2009（平成21）年目標で、世界最高レベルの目標値（※）を答申（平成17年４月）

　 ※2010年時点で、NOxは、日本：0.7の1/3程度（挑戦目標値）、米国0.27、欧州2.0（単位：g/kWh)

　　　　　　　　 　PMは、日本0.01、米国0.013、欧州0.03（単位：g/kWh)

◆自動車メーカーに、一層低燃費なガソリン車・ディーゼル車の早期市場投入を要請（平成16年11月）

■自動車の環境性能の再評価
◆国に対し、低公害車の指定制度について、燃費等も加味して抜本的に制度の再検討を行うことを要望

■自動車燃料の超低硫黄化
◆石油連盟に対し、低硫黄軽油の早期供給を強く働きかける。

・平成15年４月から、低硫黄軽油（硫黄分50ppm以下）全面供給開始

・平成17年１月から、超低硫黄軽油・ガソリン（硫黄分10ppm以下）全面供給開始

■燃料電池自動車の開発促進
◆温暖化対策及び大気汚染対策の一環として、燃料電池自動車の普及啓発を行う。

・東京臨海部の江東区有明に水素燃料供給ステーション設置（平成15年６月）

・都営バスで燃料電池バスのパイロット事業実施（平成15年８月～平成16年12月）
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ディーゼル重量車の排出ガス規制値の比較 

（出典：環境省資料） 

有明水素ステーションと燃料電池バス 自動車排出ガス測定局のＳＰＭ環境基準達成状況 

超低硫黄軽油・ガソリンの早期供給 

都営バス（運行台数１台）の営業路線での運行 
【営業路線】 
東京駅八重洲口   東京テレポート駅（系統 東 16） 
門前仲町      東京テレポート駅（系統 海 01） 
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これまでの主な取組基本計画の分野

■自動車利用から公共交通機関への転換
◆通勤・通学等における自動車利用から公共交通機関の利用への転換を促進するために、駅周辺の駐車場の利便性を向上

・「東京都パーク＆ライド基本方針」策定(平成16年９月）

・平成18年度までに、駐車台数１万台分確保を目指す。→40箇所の駐車場で3,143台分を確保（平成17年３月）

■都市開発による交通量への影響についての対策
◆建物内物流の効率化により、納品車両の流れをスムーズにし、建物周辺の自動車交通環境を改善

・開発事業者、物流事業者、都で構成する「環境物流プロジェクト会議」開催（平成17年３月）

■ロードプライシングの検討
◆東京都ロードプライシング検討委員会報告書（平成13年６月）に基づく検討

・都民等意見の募集及び公表（平成14年７月）、有識者等からのヒアリングの実施（平成14年７～11月）

■自転車使用の促進
◆自動車より環境への負荷の少ない自転車への転換を図るため、自転車道網を整備

・７つのモデル地区のうち「千代田区・中央区・東京都」・「台東区・墨田区･葛飾区」地区で、6.9ｋｍ（都道）完成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成16年度末）

■物流対策
◆百貨店に出入りする納品車両の共同配送の推進により、物流車両数を削減

・関東百貨店協会が納品物流の共同化を決議（平成16年11月）

・平成17年度に都内の全加盟店舗（34店舗）で実施予定　　（12店舗で実施中　　平成17年４月末）

◆建物内物流の効率化により、納品車両の流れをスムーズにし、建物周辺の自動車交通環境を改善【再掲】

■駐車対策
◆駐車場情報の提供により、駐車場への入庫をスムーズにし、路上駐車等による交通混雑を緩和

・平成14年３月から、s-parkサービスにより駐車場の位置及び空き状況の情報を提供（(財)東京都道路整備保全公社）

位置情報：約4,230箇所、空き情報：約730箇所、アクセス件数：年間約107万件（平成16年度末）

・平成16年10月から、ＩＴカーナビによる駐車場案内誘導システムを都内全域で展開（約3,900箇所　16万４千台分）　

■自動車利用の抑制指導
◆都内に30台以上の自動車を使用する事業者に対し、自動車環境管理計画書に基づく自動車使用の抑制指導

３　自動車への依
存を減らす都市づ
くり
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通勤・通学パーク＆ライドの拡大 

関東百貨店協会の共同配送 環境物流プロジェクト会議 

 

○展開地域 
環状６号線及び隅田川で囲まれる地域の外側（周辺区部や多摩地域）及び
多摩地域の拠点駅（八王子、町田、立川、府中、吉祥寺）を除く地域 

ディベロッパー
役 割 ：共配拠点の整備･(有償)提供
メリット：建物のセキュリティ向上

物 流 事 業 者
役 割 ：建物内共配の無償受託
メリット：営業拡大（営業・集配拠点確保）

１ 協議のイメージ （協議は開発案件ごとに実施）

＜建物内などの共同配送化＞

建物内運送事業の構築
行 政
役割：協議の場の設定

知見の提供（食料品納品共同化の手引）

 

 

  

 

低積載率、無計画で多頻度な輸送

営業用 トラック

２ 共同配送のイメージ

時間がかかる高層階へ
の荷物配達と、滞留する
物流車両

一部で進む集約化

共 同 配 送 に 取 組 ま な い 地 域 共 同 配 送 に 取 組 む 地 域

高積載率、計画的で集約された輸送

交通量の減少
近傍建物へも配送

納品物流の共同化に
取組むことにより、さら
に進む集約化

建物内共同配送による
配達時間の短縮と、滞
留車両の一掃

受付センターの設置

受付センターの機能

総合的物流サービスの提供と物流車管理
以下の各種サービスを通じて、建物内の物流を一元的に

管理することで、建物に出入りする自動車をコントロールする。

基本サービス ：共同集配送サービス
各テナントへの建物内集配送

付加サービス ①：物流ワンストップサービス
海外便・バイク便・社内便・引越などの仲介・斡旋

付加サービス②：テナントサポートサービス
メールサービス・廃棄物の収集と積出業務・自販機

ベンダー代行・梱包 など

３ 建物内運送事業のイメージ

テナントＡ

専属配送員がテナントに配送専属配送員がテナントに配送

物流事業者

テナントＣ

テナントＢ

テナントＣ

建
物
内
共
同
集
配

受付センター
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s-park サービスによる駐車場情報の提供 




